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第４ 水道の現況及び水需給の見通し 
１ 水道の現況 

⑴ 水道の普及状況 

本県の水道普及率は、2016（平成28）年度において94.0％となっています。全国の普及率

97.9％と比較すると3.9ポイント下回っているものの、1985（昭和60）年度の77.8％から16.2

ポイント増加し、水道の普及が図られています。 

なお、市町村ごとの普及率は60.8％から99.4％となっています。（図 ４-1、図 ４-2、Ｐ

95・資料- 2） 

 

 
出典：岩手県の水道概況、水道統計 

※ 2010年度は、東日本大震災の影響により、統計データの一部が得られなかった。 

図 ４-1 給水人口及び水道普及率の推移図 
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出典：岩手県の水道概況、水道統計 

図 ４-2 市町村別水道の普及状況（2016年度） 
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⑵ 水道施設数 

本県の2016（平成28）年度における水道施設数は施設別に見ると、上水道426箇所、簡易水

道5108箇所、専用水道6126箇所であり、合計260箇所となっています（水道用水供給事業と飲

料水供給施設を除く）。 

水道施設のうち上水道と簡易水道は、簡易水道等の統合により、1985（昭和60）年度の255

箇所から2016（平成28）年度の134箇所に減少しました。一方、専用水道は、水道に起因する

感染症の集団発生等を踏まえ、2002（平成14）年の水道法の一部改正により、水道の安全性

の向上を図るため、病院、旅館、ホテル等の使用水量の多い水道が専用水道とされたことか

ら、1985（昭和60）年度の51箇所から2016（平成28）年度の126箇所に増加しています。（図 

４-3、Ｐ95・資料- 2） 

 

 
出典：岩手県の水道概況 

図 ４-3 水道施設数の推移 

 

  

                                            
4 上水道 ：計画給水人口が5,000人を超える水道 
5 簡易水道 ：計画給水人口が100人を超え5,000人以下の水道 
6 専用水道 ：寄宿舎、社宅、療養所等で住居者が100人を超える自家用の水道、一日の最大給水量が20㎥を超える水道 
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⑶ 水源 

2016（平成28）年度における水源別の取水量の内訳は、表流水 77,581千㎥（49％）、伏流

水 6,211千㎥（４％）、浅井戸 37,741千㎥（24％）、深井戸14,306千㎥（９％）、湧水 18,275

千㎥（11％）、受水4,448千㎥（3％）となっており、約半分を表流水が占めています。（図 

４-4、図 ４-5） 

 

 
出典：岩手県の水道概況 

図 ４-4 年間取水量の推移 

 

 

出典：岩手県の水道概況 

図 ４-5 2016年度の水源別の取水量内訳 
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⑷ 水質 

ア クリプトスポリジウム等対策実施状況 

水道水では、水源の水質の状況に応じた浄水処理が行われており、定期及び臨時に実施

する水質検査において水質基準への適合が確認されていますが、クリプトスポリジウム等7

対策の未対応浄水施設は、2016（平成28）年度末で51箇所（22.8％）となっています。（表 

４-1） 

表 ４-1 クリプトスポリジウム等対策実施状況 

 
出典：厚生労働省調査 

イ 簡易専用水道対策実施状況 

簡易専用水道とは、市町村等の水道事業者から供給される水だけを水源とする飲料水の

供給施設で、受水槽の有効容量が 10 ㎥を超える施設をいい、設置者は、その管理について、

厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないこととなっています。 

本県には簡易専用水道が 2,039 か所あり、未受検率は 2016（平成 28）年度で 27.1％とな

っています。 

なお、簡易専用水道については、施設の把握に努めるとともに設置者に対し衛生管理に

ついて指導しています。（Ｐ97・資料- 5） 

ウ 小規模貯水槽水道対策実施状況 

小規模貯水槽水道とは、水道事業から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水

槽に溜めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量が 10ｍ3以下の施設

をいいます。 

本県には小規模貯水槽水道が 4,987 か所あり、未受検率は 2016（平成 28）年度で 80.1％

となっています。（Ｐ97・資料- 6） 

エ 飲用井戸に係る対策実施状況 

水道法等で規制を受けない飲用井戸については、「岩手県飲用井戸等衛生対策要領（2003

（平成15）年３月31日施行）」により、水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染

時における措置及び汚染防止のための対策を定めています。 

オ 鉛製給水管の残存状況 

上水道事業等における鉛製給水管8の残存延長は、約127km となっており、2007年度と比

較し約57㎞減少しています。（表 ４-2）。  

                                            
7 クリプトスポリジウム等 ：病原性微生物であるクリプトスポリジウム及びジアルジアの略。人や家畜の消化器に寄生する病原性

微生物で、汚染された食物や飲料水を口から摂取すると、腹痛を伴う水溶性下痢や発熱を引き起こす。 
8 鉛製給水管 ：鉛製の給水管。管内に水が長時間滞留した場合等には、鉛濃度が水質基準（0.01mg / L）を超過する

おそれがあると考えられることから、国から布設替えの推進について通知されている。 

2008年度 2016年度
岩手県 岩手県 全国

 未対応施設 （か所） 55 51 2,339
 未対応の割合 （％） 32.9 22.8 30.9

項目
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表 ４-2 鉛製給水管の状況[上水道] 
圏域 2007年度残存延長（km） 2016年度残存延長（km） 

盛岡広域 99.0 59.0 

県南広域 67.7 54.2 

沿岸南部広域 6.3 4.5 

宮古広域 0.2 0.1 

県北広域 10.8 9.0 

合計 184.0 126.8 

出典：水道統計 

⑸ 水質検査体制 

ア 水質検査体制 

県内の32事業者のうち、盛岡市、宮古市、一関市及び岩手中部水道企業団では、法令に

基づく全ての水質検査事項の検査が可能な施設を整備し、自己検査を実施しています。 

また、これ以外の事業者においては、毎日実施することとされている水質検査項目を自

ら検査し、その他の項目にかかる検査については、大臣登録水質検査機関等に委託してい

ます。（表 ４-3、Ｐ98・資料- 7） 

表 ４-3 水質検査体制の計画 
圏域 事業者数 自己検査 共同検査 大臣登録機関 

北 上 川 流 域 

広 域 水 道 圏 
14 

ABCD ３ 

A 11 
ABCD ６ 

ABCD ３ 

D １ 

沿 岸 

広 域 水 道 圏 
10 

ABCD １ 

A ９ 
ABCD ４ 

ABCD ５ 

 

県 北 

広 域 水 道 圏 
８ A ８  ABCD ８ 

検査項目の分類 A: pH、味、臭気、色度、濁度等、B: 金属類等の吸光光度計、フレームレス－原子吸光光度計により測定する
項目、C: 一般有機化学物質用のパージトラップ－ガスクロマトグラフィー質量分析計により測定する項目、
D:農薬類等の高速液体クロマトグラフィーにより測定する項目 

出典：岩手県水道水質管理計画（2013年度）。なお、圏域の名称は、2010基本構想（ビジョン）時のものであること。 

イ 水質事故の発生状況 

水道における水質事故は、「カビ臭原因物質」による異臭味を主な内容とする事故で、毎

年数件発生しています。なお、給水停止などが行われる重大な事故は発生していません。

（表 ４-4） 

表 ４-4 年間水質事故発生件数 

 
出典：水道統計 

ウ 水安全計画の策定状況 

厚生労働省が推奨している水安全計画9は、県内の上水道事業及び用水供給事業27事業

（以下「上水道事業等」という。）のうち６事業（22％）が策定、15事業（56％）が策定予

定となっており、簡易水道事業については、18市町村のうち１市（６％）が策定、９市町

村（50％）が策定予定となっています。（表 ４-5、Ｐ99・資料- 8）  

                                            
9 水安全計画 ：水源から蛇口までのあらゆる過程において、水道水の水質に悪影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクを分析・評

価し、リスクに応じた対応を予め定めるリスクマネジメント手法 

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
 盛岡広域 0 0 0 0 0
 県南広域 1 0 0 0 0
 沿岸南部広域 0 0 0 0 0
 宮古広域 0 0 0 0 0
 県北広域 6 0 5 4 2

合計 （件） 7 0 5 4 2

圏域
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表 ４-5 水安全計画の策定状況 

圏域 

上水道・用水供給事業 簡易水道 

事業数 策定済 
３年以内 

策定予定 
策定未定 事業数 策定済 

３年以内 

策定予定 策定未定 

盛岡広域 6 3 2 1 8 0 7 1 

県南広域 8 2 5 1 29 0 24 5 

沿岸南部広域 4 0 2 2 12 0 8 4 

宮古広域 2 0 1 1 24 0 13 11 

県北広域 7 1 5 1 35 4 24 4 

岩手県計 27 6 15 6 108 4 76 28 

岩手県(%) - 22.2 55.6 22.2 - 3.7 70.4 25.9 

全国(%) - 25.2 54.4 13.2 - 1.1 60.4 37.6 
出典：厚生労働省調査（2016年度） 

 

⑹ 水道の管理体制 

ア 職員の状況（上水道事業等） 

2016（平成28）年度における県内水道事業全体の職員数は514人であり、1996（平成８）

年度の648人からは134人（約21%）、2006（平成18）年度の595人からは81人（約14%）減少

しています。（図 ４-6、表 ４-6） 

また、職員数の年齢構成比は、40～49歳が35.7％と最も多く、次いで50～59歳が27.0％

となっており、高年層職員の割会が大きくなっています。（図 ４-7） 

 
出典：水道統計 

図 ４-6 岩手県内の水道事業の職員数の推移[上水道＋用水供給] 
 

岩手県 1996年度 2006年度 2016年度 2016年度/1996年度

事務職員 267 243 185 0.69
技術職員 300 284 258 0.86
技能職員 19 6 2 0.11
その他 24 5 0 0.00

小計（人） 610 538 445 0.73
臨時職員 25 36 45 1.80
嘱託職員 13 21 24 1.85
計（人） 648 595 514 0.79
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表 ４-6 職員数（臨時職員、委託職員含む） 

 
出典：水道統計 

 
出典：水道統計（2016年度） 

図 ４-7 圏域・職種別での職員の年齢構成状況[上水道＋用水供給事業] 

イ 業務委託の状況 

浄水施設や送配水施設における維持管理業務や料金徴収業務などの業務委託は、多くの

事業体で行われています。（表 ４-7） 

また、第三者委託10は、浄水場で岩手中部水道企業団と二戸市で行われています。（表 

４-8） 

表 ４-7 業務委託の状況（第三者委託、業務委託） 事業者数 

 
出典：厚生労働省調査（2016年度）、岩手県調査（2016年度） 

                                            
10 第三者委託 ：水道法に基づき、水道の管理に関する技術上の業務を他の水道事業者や一定の要件を満たす民間事業者に委託するも

の 

① ②
2007年度 2016年度

 盛岡広域 229 201 ▲ 28 
 県南広域 227 178 ▲ 49 
 沿岸南部広域 51 54 3 
 宮古広域 38 39 1 
 県北広域 50 42 ▲ 8 

合計 （人） 595 514 ▲ 81 
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盛 岡 広 域 2 5 5 2 3
県 南 広 域 1 2 6 4 4 3
沿 岸 南 部 広 域 2 2 1 2 3
宮 古 広 域 2 4 3 1 3
県 北 広 域 1 1 6 4 4 7
合 計 2 9 23 17 13 19
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表 ４-8 浄水場第三者委託率 

 
出典：水道統計（2016年度） 

ウ 水道事業ビジョンの策定状況 

水道事業には長期的視点に立った戦略的な経営計画が必要であり、また給水区域の住民

に対して事業の安定性や持続性を示していく責任があります。 

厚生労働省では、経営上の事業計画について、水道事業ビジョンとして、策定、公表し

ていくことを推奨しています。 

上水道事業等のうち20事業（74％）が策定済み、３事業（11％）が策定予定となってい

ます。（表 ４-9、Ｐ102・資料-11） 

表 ４-9 水道事業ビジョンの策定状況 

 
出典：厚生労働省調査（2016年度） 

エ アセットマネジメントの実施状況 

アセットマネジメントの実施は、上水道事業等のうち14事業（52％）が実施済み、５事

業（19％）が実施中、7事業（26％）が未実施であり、アセットマネジメント11の結果を反

映して水道事業ビジョンを策定している事業が11事業（41％）あります。また、個別施設

の長寿命化計画を策定している事業は11事業（41％）となっています。（表 ４-10、Ｐ

102・資料- 11） 

  

                                            
11 アセットマネジメント ：水道におけるアセットマネジメントとは、「中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわ

たって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動」を指す。 

2016年度
岩手県 全国

 盛岡広域 0.0
 県南広域 3.2
 沿岸南部広域 0.0 －
 宮古広域 0.0
 県北広域 23.9

合計 （％） 3.4 4.2

圏域

水道事業ビジョン

策定済 策定予定 未策定

 盛岡広域 6 5 1 0

 県南広域 7 6 1 0

 沿岸南部広域 4 2 0 2

 宮古広域 2 1 0 1

 県北広域 8 6 1 1

合計 27 20 3 4

圏域 事業者数
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表 ４-10 アセットマネジメントの実施状況 

 
出典：厚生労働省調査（2016年度） 

オ 水道施設台帳の整備状況 

2018（平成30）年の水道法の改正により、水道施設を適切に管理するため、水道事業者

に水道施設台帳の整備が義務付けられましたが、上水道事業等において「整備している」、

「概ね整備している」事業者は85％（23事業者）となっています。 

（表 ４-11、Ｐ102・資料- 12） 

表 ４-11 水道施設台帳の整備状況 

 
出典：厚生労働省調査（2016年度） 

 

⑺ 水道管路の布設状況 

上水道事業等における管種別の管路布設は、ダクタイル鋳鉄管12が6,213km（52.9％）と

最も多く、次いで硬質ポリ塩化ビニル管13が4,055km（34.5％）となっています。一方、耐

震性の低い鋳鉄管14は326km（2.8％）、石綿セメント管1546km（0.4％）が残存しています。

（図 ４-8、Ｐ103・資料- 13） 

また、簡易水道の管種別での管路布設は、硬質ポリ塩化ビニル管が1,516km（48.2％）と

最も多く、次いでダクタイル鋳鉄管が1,141km（36.3％）となっています。耐震性の低い鋳

鉄管は32km（1.0％）、石綿セメント管は33km（1.0％）残存しています。（図 ４-9、Ｐ

106・資料- 14） 

  

                                            
12 ダクタイル鋳鉄管 ：鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させ成形したもので、強度や靭性に富む性質を持つ管 
13 硬質ポリ塩化ビニル管 ：塩化ビニル樹脂を主原料とし、安定剤、顔料を加え、加熱した押出し成形機によって製造した管 
14 鋳鉄管 ：鉄、炭素（含有量2％以上）、ケイ素からなる鉄合金（鋳鉄）で作られた管 
15 石綿セメント管 ：石綿繊維（アスベスト）とセメントを原料に成形した管（水道水中のアスベスト残存量は健康上問題な

いとされているが、現在製造はされていない） 

アセットマネジメント

実施済
実施中

(精度向上等)

実施中
(新規)

未実施 策定済 未策定

 盛岡広域 6 4 0 0 2 3 3

 県南広域 7 2 1 3 1 5 2

 沿岸南部広域 4 2 1 0 1 2 2

 宮古広域 2 1 0 0 1 0 2

 県北広域 8 3 0 2 2 1 7

合計 27 12 2 5 7 11 16

圏域 事業数

個別施設毎の長寿命化計画

水道施設台帳の整備

整備

している

概ね整備

している

あまり整備

していない

整備

していない

 盛岡広域 6 1 4 1 0

 県南広域 7 0 6 1 0

 沿岸南部広域 4 1 3 0 0

 宮古広域 2 0 2 0 0

 県北広域 8 1 5 1 1

合計 27 3 20 3 1

圏域 事業者数
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出典：水道統計（2016年度） 

図 ４-8 管種別構成割合[上水道＋用水供給] 

 

出典：全国簡易水道統計（2016年度） 

図 ４-9 管種別構成割合[簡易水道] 
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⑻ 経年化の状況 

ア 管路の法定耐用年数超過の状況 

上水道事業等における法定耐用年数16（40年）を超過した管路は、2007（平成19）年度の

437km（4.4％）に対して2016（平成28）年度は990km（8.4％）と増加しており、管種別で

は、配水本管17が53km（15.7％）、次いで導水管18が39km（15.0％）と高くなっています。

（図 ４-10、表 ４-12） 

なお、2016（平成28）年度における管路の新設、更新は、導・送水管19は新設管3.8km、

更新管3.4km、配水管では新設管54.2km、更新管58.4km となっており、管路総延長11,752km

のうち更新延長が約62km であることから、2016（平成28）年度のペースで全ての管路の更

新を行うとすれば、単純計算で190年（＝11,752km÷62km）を要することとなります。（表 

４-13） 

 
出典：水道統計（2016年度） 

図 ４-10 法定耐用年数を超過した管路の割合[上水道＋用水供給] 

表 ４-12 法定耐用年数超過管路率 

 
出典：水道統計 

                                            
16 法定耐用年数 ：固定資産が、その本来の用途に使用できると見られる推定の年数を法律で定めたもの 
17 配水本管(配水支管) ：配水施設から各家庭などの末端までの管路を配水管といい、そのうち、主要な管路で給水管の分岐のない

ものを配水本管、需要者のへの供給の役割を持ち、給水管の分岐のあるものを配水支管という。 
18 導水管 ：取水施設から浄水施設までの管路 
19 導・送水管 ：浄水施設から配水施設までの管路 

2007年度 2016年度
岩手県 岩手県 全国

 盛岡広域 6.9 10.8
 県南広域 3.4 7.3
 沿岸南部広域 3.7 7.7 －
 宮古広域 14.0 20.2
 県北広域 1.2 5.0

合計 （％） 4.4 8.4 14.8

圏域
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表 ４-13 管路の更新率 

 
出典：水道統計 

イ 浄水施設、管路等の新設及び更新の状況 

上水道事業等における浄水施設、管路等の新設及び更新については、1994（平成６）年

度がピークとなっています。簡易的に県内の更新需要を試算すると、2033（令和15）年度

から更新需要が増加することが見込まれ、安定した水供給体制を維持するためには、今後

も継続した施設への投資が必要となります。（図 ４-11） 

 
※地方公営企業年鑑の建設改良費の実績を利用して、アセットマネジメント「簡易ツール」（厚生労働省）によりステップ１の手法で

更新需要を算出しました。建設改良費の種別（浄水施設、管路等）が把握できないため、便宜的に更新周期は40年で設定しています。 

図 ４-11 将来の更新需要 

 

⑼ 耐震化の状況 

ア 施設の耐震化の状況 

上水道事業等における浄水施設の耐震化率20は、2007（平成19）年度の8.3％から2016

（平成28）年度の28.2％まで向上しており、全国平均（27.9％）と比較して同程度です。 

また、配水池の耐震化率は、2007（平成19）年度の19.6％から2016（平成28）年度の

36.5％まで向上していますが、全国平均（55.7％）と比較して低い状況です。（表 ４-14、

表 ４-15、図 ４-12） 

                                            
20 耐震化率 ：全施設能力に対し耐震化されている能力の割合（耐震対策が施された施設能力/全施設能力）×100[％] 

2007年度 2016年度
岩手県 岩手県 全国

 盛岡広域 0.5 0.5
 県南広域 0.6 0.5
 沿岸南部広域 1.1 1.1 －
 宮古広域 1.1 0.2
 県北広域 0.4 0.3

合計 （％） 0.6 0.5 0.8

圏域
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表 ４-14 浄水施設の耐震化率 

 
出典：水道統計 

表 ４-15 配水池の耐震化率 

 
出典：水道統計 

 
出典：水道統計（2016年度） 

図 ４-12 浄水施設と配水池の耐震化率[上水道＋用水供給] 

イ 管路の耐震化の状況 

上水道事業等における基幹管路21の耐震適合率22は、2007（平成19）年度の14.6％から

2016（平成28）年度の49.4％まで向上しており、全国平均（38.7％）と比較して高い状況

です。（表 ４-16、図 ４-13）  

                                            
21 基幹管路 ：導水管、送水管、配水本管を合わせた管路 
22 基幹管路の耐震適合率 ：基幹管路のうち、耐震適合性のある管（「管路が敷設された地盤の性状を勘案し、耐震性があると評価で

きる管」及び「耐震管」の総称）の割合 
(基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長[km]/基幹管路延長[km])×100[％] 

2007年度 2016年度
岩手県 岩手県 全国

 盛岡広域 17.9 19.4
 県南広域 0.0 42.1
 沿岸南部広域 0.0 2.1 －
 宮古広域 3.7 3.6
 県北広域 14.8 33.0

合計 （％） 8.3 28.2 27.9

圏域

2007年度 2016年度
岩手県 岩手県 全国

 盛岡広域 39.8 40.0
 県南広域 14.0 47.3
 沿岸南部広域 0.0 5.4 －
 宮古広域 0.0 5.7
 県北広域 13.6 26.5

合計 （％） 19.6 36.5 55.7

圏域
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表 ４-16 基幹管路の耐震適合率 

圏域 
2007 年度 2016 年度 

岩手県 岩手県 全国 

盛岡広域 34.5 53.2 

－ 

県南広域 14.2 50.7 

沿岸南部広域 4.3 32.9 

宮古広域 12.9 26.8 

県北広域 5.3 53.2 

合計(%) 14.6 49.4 38.7 
出典：水道統計 

 
出典：水道統計（2016年度） 

図 ４-13 基幹管路の耐震適合率[上水道＋用水供給] 

ウ 耐震化計画の策定状況 

上水道事業等における耐震化計画23の策定状況は、基幹管路では８事業（30％）が策定済、

浄水場・配水場等では９事業（33％）が策定済又は耐震化済となっています。（表 ４-17、

Ｐ110・資料- 19） 

表 ４-17 耐震化計画の策定状況 

 
出典：厚生労働省調査（2016年度） 

  

                                            
23 耐震化計画 ：地震対策について検討する計画。耐震化対策を中心として検討し、応急対策は体制確保に向けて必要な事項を検討

する。 
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 県南広域 7 2 5 4 2 1

 沿岸南部広域 4 0 4 0 4 0

 宮古広域 2 1 1 0 2 0

 県北広域 8 1 7 1 7 0

合計 27 8 19 7 18 2

圏域 事業数



40 
 

⑽ 危機管理対策の実施状況 

ア 危機管理に関する計画等の策定状況 

上水道事業等における危機管理に関する計画やマニュアル等の策定状況は、応急給水計

画は14事業（52％）、応急復旧計画は15事業（56％）、危機管理マニュアルの地震対策マニ

ュアルは12事業（44％）となっています。（表 ４-18） 

また、水道に特化した危機管理マニュアル類の策定状況は、上水道事業等のうち策定済

は10事業（37％）、策定中は1事業（4％）、策定予定３事業（11％）となっています。（表 

４-19、Ｐ111・資料- 20） 

表 ４-18 危機管理に関する計画・マニュアル策定状況[上水道＋用水供給] 

 
出典：水道統計（2016年度） 

表 ４-19 水道に特化した危機管理対策マニュアル類の策定状況 

 
出典：厚生労働省調査（2016年度） 

イ 緊急時に確保できる貯水容量等 

上水道事業等における緊急時に確保できる貯水容量は106千㎥あり、県民一人当たり97Ｌ

となります。（表 ４-19、Ｐ112・資料- 21） 

また、管路の事故等の緊急時も給水安定性を確保するため、隣接する事業者間で緊急時

用連絡管を整備しています。（図 ４-14） 

表 ４-20 緊急時貯水槽の整備状況 

 
出典：厚生労働省調査（2016年度）  

全体事業数 水道事業数 割合

（ヵ所） （ヵ所） （％）

計画 応急給水計画の策定状況 27 14 51.9

策定状況 応急復旧計画の策定状況 27 15 55.6

地震対策マニュアル 27 12 44.4

洪水（雨天時）対策マニュアル 27 9 33.3

水質事故対策マニュアル 27 9 33.3

設備事故対策マニュアル 27 9 33.3

管路事故対策マニュアル 27 9 33.3

停電対策マニュアル 27 8 29.6

テロ対策マニュアル 27 7 25.9

渇水対策マニュアル 27 7 25.9

その他マニュアル 27 14 51.9

項目

危機管理

マニュアル

水道に特化した危機管理対策マニュアル類の策定状況

策定済 策定中
今後

策定予定
未策定

 盛岡広域 6 3 0 1 2

 県南広域 7 5 0 0 2

 沿岸南部広域 4 0 1 0 3

 宮古広域 2 1 0 0 1

 県北広域 8 1 0 2 5

合計 27 10 1 3 13

圏域 事業数

 盛岡広域 240 42,507 42,747 377,946 113

 県南広域 280 30,482 30,762 466,904 66

 沿岸南部広域 0 12,338 12,338 92,370 134

 宮古広域 120 6,739 6,859 60,179 114

 県北広域 0 13,298 13,298 97,322 137

合計 640 105,364 106,004 1,094,721 97

②
給水人口
（人）

①/②
（L/人）

圏域
緊急貯水槽
の総容量
（㎥）

緊急遮断弁
設置配水池

の総貯水容量
(㎥）

①
合計

（㎥）
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図 ４-14 緊急時用連絡管配置図 

滝沢市 
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⑾ 災害による水道の被害状況 

ア 東日本大震災津波による被害 

2011（平成23）年３月11日に発生した東日本大震災津波による断水戸数は、約19万戸に

及び、断水解消までに約４か月を要しました。災害復旧事業による災害査定額は、上水道

197億円、簡易水道及び飲料水供給施設48億円の合計245億円となっており、施設別にみる

と配水施設が185億円と全体の75％を占めています。（表 ４-21、Ｐ113・ 資料- 23） 

表 ４-21 地震による県内の被害状況 

名称 断水戸数 内訳 
地震発生後24時間まで

の断水解消率 

断水解消までに

要した時間 

被災 

施設数 

東日本大震災津波 
188,672戸※1 

（21,161戸） 

Ｐ113 

資料- 22 

不明 

（被害甚大であり確認

不能であったため） 

約4か月 

（7月12日をもっ

て全断水復旧） 

63 

※1)（）内は津波による流失等による復旧困難戸数 

厚生労働省の「東日本大震災水道施設被害状況調査最終報告書」は各日の報告の最大値を取りまとめたもの

であり、本表とは一致しない。 

イ 台風第10号による被害 

2016（平成28）年８月に発生した台風第10号により、土砂災害による河川表流水取水施

設の損壊、道路崩落による水道管路の流出・損壊、井戸水源や水道施設水没による稼動停

止、原水濁度の上昇による浄水停止など、11市町村で水道施設が被災、うち９市町村で断

水し、住民生活に大きな支障が生じました。施設の被害箇所数は69個所で、被害額は10.9

億円となっています。（表 ４-22） 

また、被災した11市町村のうち５市町村において、国の災害復旧事業を活用しており、

災害査定額は8.7億円となっています。（Ｐ114・資料- 24） 

表 ４-22 平成28年台風第10号による被害状況の概要 

項目 概要 

被災自治体 
11市町村（久慈市、宮古市、遠野市、釜石市、軽米町、洋野

町、葛巻町、岩泉町、大槌町、野田村、普代村） 

断水発生自治体 
９市町村（久慈市、宮古市、遠野市、軽米町、葛巻町、岩泉

町、大槌町、野田村、普代村） 

断水戸数 6,739戸 

被災施設数 69施設 

被害額 10億9,216万円 

応急復旧工事完了日 平成28年10月8日 
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⑿ 水道の経営状況 

上水道事業等における営業費用に対する収益の割合を示す営業収支比率24は、2007（平成19）

年度の126.0％から2016（平成28）年度の106.6％まで低下しています。給水収益に対する企

業債残高の割合25は、2007（平成19）年度の502.9％から2016（平成28）年度の441.1％まで低

下していますが、全国平均（269.3％）と比較すると高い水準となっています。（表 ４-23、

表 ４-24） 

表 ４-23 営業収支比率 

圏域 
2007 年度 2016 年度 

岩手県 岩手県 全国 

盛岡広域 125.5 121.1  

 

－ 

 

 

県南広域 128.5 100.7 

沿岸南部広域 130.6 110.3 

宮古広域 126.1 116.6 

県北広域 116.3 81.1 

合計(%) 126.0 106.6 108.1 
出典：水道統計 

表 ４-24 給水収益に対する企業債残高の割合 

圏域 
2007 年度 2016 年度 

岩手県 岩手県 全国 

盛岡広域 405.4 226.6 － 

県南広域 505.3 564.3 

沿岸南部広域 521.0 495.2 

宮古広域 258.0 204.0 

県北広域 929.4 847.2 

合計(%) 502.9 441.1 269.3 
出典：水道統計 

⒀ 水道料金の現況 

ア 供給単価の状況 

水道料金の基礎となる「供給単価26」は、水道事業者間で最大約２倍の差があり、圏域別

では約1.7倍の差があります。（図 ４-15、Ｐ114・資料- 25） 

また、投資効率の面からみると、本県は、地理的な要因から全国平均よりも水道メータ

密度が低く、単位管延長は長い傾向にあり、水道施設の投資効率が低くならざるを得ない

状況にあります。（表 ４-25） 

                                            
24 営業収支比率 ：営業収益の営業費用に対する割合 

(営業収益-受託工事収益)[円]/(営業費用-受託工事費)[円])×100[％] 
25 給水収益に対する企業債残高の割合 ：建設改良などに要する資金に充てるために発行した、企業債の未償還残高を水道料金とし

て収入する収益で除した値 
26 供給単価 ：有収水量1㎥の供給で得られる収益。給水収益[円]/有収水量[㎥] 
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出典：供給単価、給水原価27、料金回収率 地方公営企業年鑑（2016年度） 

家庭用料金月20㎥使用料金 水道統計（2016年度） 

図 ４-15 供給単価・給水原価と水道料金[上水道] 

表 ４-25 地域条件 

圏域 
水道メータ密度(個/km） 単位管延長(m/人) 
岩手県 全国 岩手県 全国 

盛岡広域 71.5 

- 

6.7 

- 
県南広域 34.6 14.4 
沿岸南部広域 53.2 10.3 
宮古広域 63.6 8.0 
県北広域 36.0 14.2 

合計 46.1 87.8 10.8 5.5 
出典：水道統計（2016年度） 

イ 料金回収率 

水道事業を安定的に経営していくためには、事業運営費が水道料金収入で賄われること

が必要です。経営の健全性を示す指標の一つである「料金回収率（供給単価／給水原価×

100）」で見ると、上水道事業等では106.9％となっています。（表 ４-26） 

供給単価が給水原価を下回っている事業については、一般会計から繰り入れて収支均衡

を保っている状況にあります。（表 ４-27、表 ４-28） 

 

                                            
27 給水原価 ：有収水量1㎥をつくるために必要な費用 

(経常費用-（受託工事費＋材料売却費＋附帯事業費＋長期前受金戻入))[円]/有収水量[㎥] 
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表 ４-26 料金回収率 

圏域 
2007 年度 2016 年度 

岩手県 岩手県 全国 

盛岡広域 101.9 121.9 

－ 

県南広域 100.3 100.0 

沿岸南部広域 106.3 116.0 

宮古広域 107.5 113.1 

県北広域 83.8 81.3 

合計(％) 99.5 106.9 105.4 
出典：水道統計 

表 ４-27 供給単価 

圏域 
2007 年度 2016 年度 

岩手県 岩手県 全国 

盛岡広域 209.1 211.0 

－ 

県南広域 203.4 223.9 

沿岸南部広域 188.0 202.5 

宮古広域 144.7 152.6 

県北広域 247.4 230.4 

合計(円/m3) 204.0 213.3 172.8 
出典：水道統計 

表 ４-28 給水原価 

圏域 
2007 年度 2016 年度 

岩手県 岩手県 全国 

盛岡広域 205.3 173.1 

－ 

県南広域 202.8 223.8 

沿岸南部広域 176.8 174.6 

宮古広域 134.6 134.9 

県北広域 295.3 283.4 

合計(円/m3) 205.0 199.5 163.9 
出典：水道統計 

 

⒁ 広域連携の状況 

広域連携については、全ての水道事業者間で災害時協定等に基づく連携が行われています。 

また、2016（平成28）年３月の国からの通知に基づき県内水道事業者等を構成員とする

「岩手県水道事業広域連携検討会」を2017（平成29）年に設置し、県内５つの圏域ごとに設

けた「ブロック検討会」で広域連携のあり方について検討を進め、その検討結果を2019（平

成31）年３月に取りまとめました。 

県内では、花巻市、北上市、紫波町及び岩手中部広域水道企業団の事業統合による岩手中

部水道企業団の設立や、県北９市町村と八戸圏域水道企業団との県境を越えた連携など具体

的な広域連携の取組も進められています。（表 ４-29、Ｐ89～93・資料Ⅰ 岩手県水道事業広

域連携検討会 検討結果） 
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表 ４-29 広域連携の状況 

圏域 
事業 

者数 

災害時 

協定 

運転 

管理 

維持 

管理 

人材 

育成 

各種業務 

委託等 
その他 

盛岡広域 6 4 0 0 1 1 2 

県南広域 9 6 0 0 0 0 1 

沿岸南部広域 5 2 0 0 0 0 0 

宮古広域 4 1 0 0 0 0 0 

県北広域 9 8 0 6 9 0 3 

広域連携の状況数 33 21 0 6 10 1 6 
出典：岩手県調査（2016年度） 

 

⒂ 環境対策の状況 

本県における配水量１㎥当たりの電力使用量は、0.51kWh/㎥と全国平均（0.38 kWh/㎥）に

比較して多く、特に県北広域での電力使用量は0.79 kWh/㎥と多い状況です。 

環境負荷低減の取組は、盛岡広域及び県南広域の一部の水道事業者において行われており、

水力及び太陽光発電による再生可能エネルギーが利用されています。（表 ４-30） 

表 ４-30 環境対策 

圏域 

【上水】 

配水量1m3 当たり 

電力使用量

（kWh/m3） 

再生可能エネルギ

ー利用率28（％） 

岩手県 全国 岩手県 全国 

盛岡広域 0.36 

- 

0.509 

- 

県南広域 0.54 0.747 

沿岸南部広域 0.58 0.000 

宮古広域 0.65 0.000 

県北広域 0.79 0.000 

合計 0.51 0.38 0.456 0.681 
出典：水道統計（2016年度） 

  

                                            
28 再生可能エネルギー利用率 :再生可能エネルギーの電力使用量を電力使用量の合計で除したもの。環境負荷低減に対する取り組み

度合いを表す指標の一つである。（再生可能エネルギー設備の電力使用量/電力使用量の合計）×
100[％] 
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２ 水道水の需要と供給の見通し 

⑴ 給水量の実績 

水道水の需要と供給の見通しについては、2016（平成28）年度の水道利用者の99％が上水

道又は簡易水道を利用していることから、専用水道等の給水量を除いて推計しています。 

全県の一日最大給水量29（専用水道を除く）は、2000（平成12）年度まで増加傾向で推移し、

ピーク時は526千ｍ3でしたが、その後減少傾向に転じ、2016（平成28）年度は465千ｍ3まで減

少しています。（図 ４-16） 

また、一人当たりの一日最大給水量30をみると、上水道は減少傾向で推移しており、2016

（平成28）年度は384Ｌ、簡易水道は増加傾向で推移しており、2016（平成28）年度は498Ｌ

となっています。 

 
※2010年度は、東日本大震災津波の影響により、統計データの一部が得られなかった。 

出典：岩手県の水道概況 

図 ４-16 給水量及び一人一日最大給水量の推移図 

 

⑵ 給水人口の予測  

給水人口は、コーホート要因法31による国立社会保障人口問題研究所の推計値をベースに総

人口を算出し、実績に基づき設定した各年度の水道普及率を乗じることにより予測しました。 

その結果、2016（平成28）年度の給水人口は全県で1,185千人ですが、30年後の2045（令和

27）年度には約313千人（26％）減少する見込みです。（図 ４-17） 

また、同様の方法により圏域ごとの給水人口の予測をすると、全ての圏域において減少す

る見込みとなります。 

                                            
29 一日最大給水量 ：年間の一日当たりの給水量のうち、最大のもの。 
30 一人一日最大給水量 ：一日最大給水量を給水人口一人当たりの給水量に換算したもの。 
31 コーホート要因法 ：年齢別人口の加齢に伴って生ずる年々の変化をその要因（死亡、出生及び人口移動）ごとに計算して将来の

人口を求める方法。 
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全県 

 

図 ４-17 給水人口の実績値と予測値(全県) 

 

ア 盛岡広域 

2016（平成28）年度の給水人口は約411千人ですが、2045（令和27）年度には約74千人約

（18％）減少する見込みです。（図 ４-18） 

 

図 ４-18 給水人口の実績値と予測値(盛岡広域) 
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イ 県南広域 

2016（平成28）年度の給水人口は約485千人ですが、2045（令和27）年度には約122千人

（25％）減少する見込みです。（図 ４-19） 

 

図 ４-19 給水人口の実績値と予測値（県南広域） 

 

ウ 沿岸南部広域 

2016（平成28）年度の給水人口は約102千人ですが、2045（令和27）年度には約43千人

（42％）減少する見込みです。（図 ４-20） 

 

図 ４-20 給水人口の実績値と予測値（沿岸南部広域） 
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エ 宮古広域 

2016（平成28）年度の給水人口は約79千人ですが、2045（令和27）年度には約32千人

（41％）減少する見込みです。（図 ４-21） 

 

図 ４-21 給水人口の実績値と予測値（宮古広域） 

 

オ 県北広域 

2016（平成28）年度の給水人口の実績は約108千人ですが、2045（令和27）年度には約42

千人（39％）減少する見込みです。（図 ４-22） 

 

図 ４-22 給水人口の実績値と予測値（県北広域） 

実績（人）

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2045

78,748 77,689 76,630 75,564 74,492 73,381 72,261 71,141 70,015 68,888 67,763 66,634 65,500 46,323
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⑶ 給水量の予測  

給水人口の減少に伴い給水量が減少するため、料金収入の対象となる有収水量32は、2016

（平成28）年度の319千 m3/日から目標年度の2028（令和10）年度には293千 m3/日と減少する

見込みです。（図 ４-23） 

現有施設能力に対する一日最大給水量の割合である稼働率33は、2016（平成28）年度の

73.8％から18.6％減少し、55.2％となる見込みです。（表 ４-31） 

また、同様の方法により各広域圏ごとの給水量の予測をすると、全ての広域圏において減

少する見込みとなります。 

全県 

 
※一日最大給水量の2017年度以降は、過去10年の一日最大給水量の最大値を考慮して算定しています。 

図 ４-23 水需要予測結果（全県） 

表 ４-31 現有施設能力に対する一日最大給水量の割合 

 

                                            
32 有収水量 ：料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量 
33 稼働率 ：施設能力に対する一日最大給水量の割合。(一日最大給水量/施設能力)×100[％] 

実績

2016 2023 2028 2028/2016 2045 2045/2016

 有収水量 (㎥/日) 319,362 305,736 293,254 0.918 236,603 0.807

 一日平均給水量 (㎥/日) 388,526 353,761 329,243 0.847 265,156 0.805

 一日最大給水量（A) (㎥/日) 464,654 467,975 434,621 0.935 347,851 0.800

 現在施設能力（B) (㎥/日) 629,602 629,602 629,602 － 629,602 －

（Ａ）/（Ｂ） (㎥/日) 0.74 0.74 0.69 － 0.55 －
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Ａ Ｂ Ｃ
一日最大給水量 2016年度 2016年度 2045年度

一日最大 一日最大
現在施設能力 給水量 給水量

㎥/日 ㎥/日 ％ ㎥/日 ％
 盛岡広域 194,839 138,423 71.0 120,849 62.0
 県南広域 272,653 190,602 69.9 145,817 53.5
 沿岸南部広域 51,818 44,252 85.4 26,399 50.9
 宮古広域 45,472 41,282 90.8 23,318 51.3
 県北広域 64,820 50,096 77.3 31,468 48.5

合計 629,602 464,654 73.8 347,851 55.2

Ｃ/Ａ
施設能力

Ｂ/Ａ
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ア 盛岡広域 

有収水量は、2016（平成28）年度は112千 m3/日ですが、経年的に減少し、2045（令和27）

年度には90千 m3/日となる見込みです。 

稼働率は、2016（平成28）年度の71％から９％減少し、62％となる見込みです。（図 

４-24） 

 
※一日最大給水量の2017年度以降は、過去10年の一日最大給水量の最大値を考慮して算定しています。 

図 ４-24 水需要予測結果（盛岡広域）  

実績

2016 2023 2028 2028/2016 2045 2045/2016

 有収水量 (㎥/日) 111,678 108,612 105,488 0.945 89,933 0.853

 一日平均給水量 (㎥/日) 121,471 117,488 113,663 0.936 96,713 0.851

 一日最大給水量（A) (㎥/日) 138,423 147,914 142,899 1.032 120,849 0.846

 現在施設能力（B) (㎥/日) 194,839 194,839 194,839 － 194,839 －

（Ａ）/（Ｂ） (㎥/日) 0.71 0.76 0.73 － 0.62 －
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イ 県南広域 

有収水量は、2016（平成28）年度は129千 m3/日ですが、経年的に減少し、2045（令和27）

年度には98千 m3/日となる見込みです。 

稼働率は、2016（平成28）年度の70％から17％減少し、53％となる見込みです。（図 

４-25） 

 
※一日最大給水量の2017年度以降は、過去10年の一日最大給水量の最大値を考慮して算定しています。 

図 ４-25 水需要予測結果（県南広域） 

  

実績

2016 2023 2028 2028/2016 2045 2045/2016

 有収水量 (㎥/日) 129,473 125,163 120,437 0.930 97,761 0.812

 一日平均給水量 (㎥/日) 161,976 148,570 137,968 0.852 112,028 0.812

 一日最大給水量（A) (㎥/日) 190,602 194,023 180,071 0.945 145,817 0.810

 現在施設能力（B) (㎥/日) 272,653 272,653 272,653 － 272,653 －

（Ａ）/（Ｂ） (㎥/日) 0.70 0.71 0.66 － 0.53 －
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ウ 沿岸南部広域 

有収水量は、2016（平成28）年度は28千 m3/日ですが、経年的に減少し、2045（令和27）

年度には17千 m3/日となる見込みです。 

稼働率は、2016（平成28）年度の85％から34％減少し、51％となる見込みです。（図 

４-26） 

 
※一日最大給水量の2017年度以降は、過去10年の一日最大給水量の最大値を考慮して算定しています。 

図 ４-26 水需要予測結果（沿岸南部広域） 

 

  

実績

2016 2023 2028 2028/2016 2045 2045/2016

 有収水量 (㎥/日) 28,155 25,470 23,736 0.843 17,048 0.718

 一日平均給水量 (㎥/日) 37,840 30,823 26,956 0.712 19,362 0.718

 一日最大給水量（A) (㎥/日) 44,252 42,143 36,807 0.832 26,399 0.717

 現在施設能力（B) (㎥/日) 51,818 51,818 51,818 － 51,818 －

（Ａ）/（Ｂ） (㎥/日) 0.85 0.81 0.71 － 0.51 －
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エ 宮古広域 

有収水量は、2016（平成28）年度は23千 m3/日ですが、経年的に減少し、2045（令和27）

年度には14千 m3/日となる見込みです。 

稼働率は、2016（平成28）年度の91％から40％減少し、51％となる見込みです。（図 

４-27） 

 
※一日最大給水量の2017年度以降は、過去10年の一日最大給水量の最大値を考慮して算定しています。 

図 ４-27 水需要予測結果（宮古広域）  

実績

2016 2023 2028 2028/2016 2045 2045/2016

 有収水量 (㎥/日) 23,216 21,248 19,708 0.849 14,127 0.717

 一日平均給水量 (㎥/日) 31,065 25,702 22,464 0.723 16,110 0.717

 一日最大給水量（A) (㎥/日) 41,282 37,317 32,574 0.789 23,318 0.716

 現在施設能力（B) (㎥/日) 45,472 45,472 45,472 － 45,472 －

（Ａ）/（Ｂ） (㎥/日) 0.91 0.82 0.72 － 0.51 －
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オ 県北広域 

有収水量は、2016（平成28）年度は27千 m3/日ですが、経年的に減少し、2045（令和27）

年度には18m3/日となる見込みです。 

稼働率は、2016（平成28）年度の77％から28％減少し、49％となる見込みです。（図 

４-28） 

 
※一日最大給水量の2017年度以降は、過去10年の一日最大給水量の最大値を考慮して算定しています。 

図 ４-28 水需要予測結果（県北広域） 

 

 

  

実績

2016 2023 2028 2028/2016 2045 2045/2016

 有収水量 (㎥/日) 26,839 25,243 23,885 0.890 17,734 0.742

 一日平均給水量 (㎥/日) 36,174 31,178 28,192 0.779 20,943 0.743

 一日最大給水量（A) (㎥/日) 50,096 46,578 42,270 0.844 31,468 0.744

 現在施設能力（B) (㎥/日) 64,820 64,820 64,820 － 64,820 －

（Ａ）/（Ｂ） (㎥/日) 0.77 0.72 0.65 － 0.49 －
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⑷ 給水収益の見込み 

現行の水道料金で推移した場合、将来の有収水量の減少が想定されることから、給水収益

は減少し、2016（平成28）年度の給水収益230億円に対して2045（令和27）年度は172億円と

25％減少することが見込まれます。（図４-29） 

 
※１）上水道事業を対象 ※２）給水収益＝有収水量×2016年度供給単価 

図 ４-29 現行料金で推移した場合の給水収益 

  

実績

2016 2023 2028 2033 2038 2043 2045

盛岡広域 39,886 38,872 37,638 36,349 34,782 32,998 32,132 0.81

有収 県南広域 43,867 42,550 40,834 39,025 36,973 34,396 33,220 0.76

水量 沿岸南部広域 9,374 8,505 7,907 7,287 6,644 5,973 5,686 0.61

（千㎥） 宮古広域 6,784 6,230 5,760 5,284 4,809 4,339 4,133 0.61

県北広域 7,888 7,498 7,119 6,706 6,252 5,660 5,394 0.68

合計 107,799 103,655 99,258 94,651 89,460 83,366 80,565 0.75

盛岡広域 8,415 8,202 7,942 7,670 7,339 6,963 6,780 0.81

給水 県南広域 9,824 9,527 9,143 8,738 8,278 7,701 7,438 0.76

収益 沿岸南部広域 1,898 1,722 1,601 1,476 1,345 1,210 1,151 0.61

（百万円） 宮古広域 1,035 951 879 806 734 662 631 0.61

県北広域 1,817 1,728 1,640 1,545 1,440 1,304 1,243 0.68

合計 22,990 22,129 21,205 20,234 19,137 17,840 17,243 0.75

推計
2016/2045広域ブロック
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